
　
メ
ー
タ
ー
器
よ
り
道
路
側
の
漏

水
を
１
次
側
漏
水
と
い
い
、
修
繕

に
つ
い
て
は
水
道
局
で
負
担
し
ま

す
。
た
だ
し
、
宅
地
内
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
、
構
造
物
、
芝
生
、
植
木
、

庭
石
な
ど
の
復
旧
や
管
の
布
設
替

え
は
使
用
者
ま
た
は
所
有
者
の
負

担
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
漏
水
箇
所
が
建
物
の
地

下
で
あ
る
な
ど
状
況
に
よ
っ
て
は

水
道
局
で
対
応
が
出
来
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
メ
ー
タ
ー
器
よ
り
宅
内
側
の
漏

水
に
つ
い
て
は
、
２
次
側
漏
水
と

い
い
、
こ
の
修
繕
は
使
用
者
ま
た

は
所
有
者
の
負
担
に
な
り
ま
す
の

で
、
水
道
工
事
店
へ
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

　
水
道
工
事
店
は
、
水
道
局
工
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
一
覧
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
水
道
局
工
務

課
給
水
係
（
☎
内
線
３
３
１
）
へ
。

６便 ８便 10便 11便 14便
新桐生駅発 ９:34 10:37 12:21 13:21 15:41
桐生駅北口〃 ９:44 10:47 12:31 13:31 ‐
桐生女子高前〃 ９:56 10:59 12:43 13:43 16:01
上菱団地着 10:02 11:05 12:49 13:49 ‐

６便 ８便 10便 11便 14便
上菱団地発 10:04 11:07 12:51 13:51 ‐
桐生女子高前〃 10:06 11:09 12:53 13:53 16:04
桐生駅北口〃 10:16 11:19 13:03 14:03 ‐
新桐生駅着 10:32 11:35 13:19 14:19 16:24

●下り

●上り

新桐生駅～桐生女子高線改正後の時刻

水
道
管
の
修
繕
費
負
担
に
ご
理
解
を

　平成29年４月に改正された東武鉄道の運行に合わ
せ、４月１日から、おりひめバス新桐生駅～桐生女
子高線のダイヤを一部変更します。
　なお、他の路線についての変更はありません。
　問い合わせは、広域連携推進室広域連携推進担当
（☎内線387）へ。

おりひめバス

新桐生駅～桐生女子高線の
ダイヤを改正します

　市内に住宅を取得し、５年以上定住
する人へ補助金を交付する「きりゅ
う暮らし応援事業（住宅取得応援助
成）」の申請期間を３月30日（金）ま
で延長します。
申請場所＝建築住宅課（市役所４階）
受付時間＝午前８時30分～午後５時
15分（土、日、祝日を除く）
　問い合わせは、建築住宅課住宅係
（☎内線632・633）へ。

きりゅう暮らし応援事業
（住宅取得応援助成）
申請期間を延長します

運
転
免
許
証
を
自
主
的
に

返
納
で
き
ま
す

　

「
運
転
に
不
安
を
感
じ
る
」

「
も
う
運
転
は
し
な
い
」
と
い
う

人
は
、
運
転
免
許
証
を
自
主
的
に

返
納
で
き
ま
す
。

　
返
納
手
続
き
は
無
料
で
す
。
桐

生
交
通
安
全
協
会
（
清
瀬
町
）
ま

た
は
桐
生
警
察
署
大
間
々
分
庁
舎

（
み
ど
り
市
）
で
、
本
人
が
有
効

期
間
内
の
運
転
免
許
証
を
持
参
し
、

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
返
納
後
に
運
転
経
歴
証
明
書
の

発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、
交
付

手
数
料
１
０
０
０
円
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
市
内
に
住
所
が
あ
る

65
歳
以
上
の
人
は
、
交
付
手
数
料

を
市
と
桐
生
交
通
安
全
協
会
が
負

担
す
る
た
め
無
料
で
す
。

　
運
転
経
歴
証
明
書
と
は
、
運
転

免
許
証
と
同
一
サ
イ
ズ
の
カ
ー
ド

型
の
証
明
書
で
、
本
人
確
認
書
類

と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

有
効
期
間
の
記
載
は
な
く
、
更
新

の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
運
転
免
許
証
を
自
主
返

納
さ
れ
た
人
へ
の
支
援
と
し
て
、

希
望
者
に
は
１
年
分
の
お
り
ひ
め

バ
ス
の
定
期
券
ま
た
は
新
里
町
・

黒
保
根
町
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
回

数
券
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
安
全
安
心
課

安
全
推
進
係
（
☎
内
線
４
６
５
）

へ
。

水道本管
メーター器

１次側漏水 ２次側漏水
）

メーターボックス

（

道路側 宅内側

( )

道路側 宅内側

水道本管 メーター器

ボックス
メーター

１次側漏水 ２次側漏水
水道局費用負担
（条件あり）

使用者または
所有者費用負担

３月30日（金）まで

４月１日（日）から

広報きりゅう平成30年3月号 10



図
面
の
閲
覧

　
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う

に
な
る
区
域
と
下
水
道
事
業
受
益

者
負
担
金
（
分
担
金
）
を
納
入
し

て
い
た
だ
く
区
域
の
図
面
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
区
域
＝
左
表
の
と
お
り
で
す
。

期
間
＝
４
月
２
日
（
月
）
か
ら

（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
所
＝
下
水
道
課
（
市
役
所
２

階
）

受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）

　
下
水
道
の
整
備
は
、
多
額
の
資

金
が
必
要
と
な
る
た
め
、
国
や
県

か
ら
の
補
助
金
や
市
の
借
入
金
の

ほ
か
、
受
益
者
負
担
金
（
分
担

金
）
で
費
用
を
ま
か
な
っ
て
い
ま

す
。

　
受
益
者
負
担
金
と
は
、
下
水
道

が
整
備
さ
れ
た
区
域
内
の
土
地
を

所
有
す
る
皆
さ
ん
か
ら
事
業
費
の

一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。

　
そ
の
土
地
に
対
す
る
負
担
は
一

度
限
り
で
す
。
な
お
、
受
益
者
負

担
金
は
、
対
象
区
域
す
べ
て
の
土

地
が
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
固
定

資
産
税
上
の
地
目
に
よ
り
猶
予
期

下水道事業受益者負担金（分担金）の流れ

桐
生
市
（
下
水
道
課
）

受
益
者

４月中に「受益者申告用紙」を郵送

５月中旬までに内容を確認し、署
名、押印して郵送

５月下旬「決定通知書」「納入通知
書」を郵送

受益者負担金（分担金）の納入（一
括または分割）

・広沢町三丁目
・相生町二・三・五丁目
・川内町一・三・四・五丁目
・新里町新川（下宿東）
※上記区域の一部です。

・広沢町二・三丁目　　
・相生町二・五丁目　　
・川内町一・二・三・四・五丁
目
・新里町新川（下宿東）
※上記区域の一部です。

下水道が使えるようになる区域

受益者負担金（分担金）を
新たに納入していただく区域

下
水
道
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の

納
入
に
ご
協
力
を

間
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
新
里
町
区
域
は
、
公
共

ま
す
１
基
に
つ
き
15
万
円
の
受
益

者
分
担
金
を
負
担
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

対
象
者
に

申
告
用
紙
を
送
付
し
ま
す

　
受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の

対
象
と
な
る
人
に
は
４
月
中
に
受

益
者
申
告
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

　
申
告
用
紙
が
送
ら
れ
た
人
は
、

土
地
の
地
番
、
地
目
、
地
積
な
ど

の
内
容
を
確
認
し
、
署
名
、
押
印

の
う
え
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
折
り
返
し
決
定
通
知
書
と
納
入

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

納
入
は
、
１
年
を
２
回
に
分

け
、
受
益
者
負
担
金
は
10
回
（
５

年
間
）
、
受
益
者
分
担
金
（
新
里

町
）
は
６
回
（
３
年
間
）
で
納
入

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
原
則
で
す

が
、
一
括
納
付
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
初
年
度
第
１
期
（
６

月
）
の
納
期
限
ま
で
に
一
括
納
付

さ
れ
る
場
合
に
は
、
割
引
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、水
道
局
下
水

道
課
業
務
係（
☎
内
線
６
７
８
）へ
。

後期高齢者医療保険料
の納付はお済みですか
　後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金
からの特別徴収、口座振替、納付書による納
付の３種類があります。
　新たに75歳に到達した人は、年金からの
特別徴収が開始されるまでの間（最長１年程
度）、納付書などでの納付となります。
　また、特別徴収の人でも、保険料の一部を
納付書により納付する場合があり、該当する
人には納付書が郵送されていますので、保険
料の納め忘れがないか、もう一度確認をお願
いします。
　問い合わせは、医療保険課保険税係（☎内
線274・275）へ。

11 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


